
都市計画法第６６条に基づく説明会 
 

都市計画法第６６条に基づき、事業承認の告示に伴う事業の概要等に関する説明会を以下のとおり

開催いたしました。 

 

1. 対象事業 

・鈴鹿都市計画道路事業 ３・１・２８号 北勢バイパス 

（鈴鹿市野辺町字新田から鈴鹿市稲生町字池之下までの延長３．７３km の区間） 

・鈴鹿都市計画道路事業 ３・１・１号 中勢バイパス 

（鈴鹿市稲生町字池之下から鈴鹿市稲生町字野田までの延長０．９５km の区間） 

 

2. 説明会全日程（１９：００～２０：００） 

日付 対象 会場 住所 出席者数 

令和６年９月５日（木） 竹野自治会 竹野町公会堂 
鈴鹿市竹野一丁目 

２０―１７ 
７１名 

令和６年９月６日（金） 竹野自治会 竹野町公会堂 
鈴鹿市竹野一丁目 

２０―１７ 
２８名 

令和６年９月１３日（金） 野辺町自治会 野辺集落センター 
鈴鹿市野辺一丁目 

１３―１ 
２８名 

令和６年９月１８日（水） 三日市自治会 鈴鹿市労働福祉会館 
鈴鹿市神戸地子町 

３８８ 
１０４名 

令和６年９月２０日（金） 
三日市自治会 

三日市南自治会 
鈴鹿市労働福祉会館 

鈴鹿市神戸地子町 

３８８ 
６０名 

令和６年９月２５日（水） 

※取材可能日 

野町自治会 

末広自治会 

安塚町自治会 

地子町自治会 

鈴鹿ハイツ自治会 

鈴鹿地域職業訓練センター 
鈴鹿市鈴鹿ハイツ 

１―２０ 
８７名 

 

3. 説明会の様子 
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鈴鹿四日市道路の事業概要

●国道２３号鈴鹿四日市道路は北勢バイパスと中勢バイパスを接続し、三重県北
勢・中勢地域の幹線道路をダブルネットワーク化し、四日市港への物流を支援す
るとともに、大規模 災害時のリダンダンシーの確保に寄与する道路です。

鈴鹿市役所

四日市市役所
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三重河川国道事務所都市計画事業承認について
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都市計画事業の種類及び名称 区間 延長

鈴鹿都市計画道路事業 ３・１・２８号 北勢バイパス
鈴鹿都市計画道路事業 ３・１・１号 中勢バイパス

起点：鈴鹿市野辺町字新田
終点：鈴鹿市稲生町字野田

約3.73㎞
約0.95㎞
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